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1. パイプライン障害発生 

１１月７日および 8 日に （高浜町 ２街区：05059、05069、05079）で輸

送管内でごみが堆積し、パイプラインがまだ停止しています。解決するために

管内部洗浄を 3 回実施しましたが、12 月 22 日現在解決はしておりません。

芦屋市では今後どうすべきか再度 TMES と検討をしている状況です。 
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マナー違反のごみ（高圧洗浄で排出されたもの） 
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2. 年次報告書の修正 
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修正後 修正後 
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3. 代替案の検討 

 

12 月 22 日 9 時 30 分～12 時で環境処理センターにてワーキング・グル

ープが開催され、代替案の検討がされました。 

 

協議内容は実証実験実施のために 

 

1. 前回協議事項の確認 

2. 今後のスケジュールについて 

3. 住宅タイプ別の代替収集実証実験について 

4. 実証実験の候補自治会・管理組合について 

5. カート収納ボックスの仕様について 

6. 次回会議日程の調整 

 第１１回 WG 1 月 13 日（火）13:30 

 

前回協議事項の確認 

 

1 前回議事録（要点の確認） 

・ 年度末迄のワーキンググループ開催回数を増加、会議時間を 2 時間 30 

分とする 

・ 代替施設案パターン別の代替候補地選定方法の説明した 

・ 来年度、住宅タイプ（高層・中層・タウンハウス・戸建て）ごとに自治会・管理

組合を選定し、実証実験を行う 

・ 1 ヶ月ごとに 3 パターンの実証実験をし、結果を踏まえ比較検討する 

・ 実証実験中の自治会・管理組合エリアはパイプラインの利用を停止する 

 

２ 実証実験について 

 

目的 

将来的なパイプライン代替方式の合理的な意思決定に資するものと考え、住

宅形態別（4 類型）のごみ収集実証実験を下記の目的で実施 

 

1. 生活利便性と受容性の評価 

排出距離、時間帯、操作性などが日常生活に与える影響を把握し、住民の

受容度を定量・定性の両面から評価する。 

 

2. 利用者の安全性確保の検証 
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高齢者や子どもを含む全利用者が、無理なく安全にごみを排出・搬出でき

る動線・作業負荷であるかを確認する。 

 

3. 運営コストおよび維持管理負荷の把握 

収集・管理に要する人件費、設備費、保守作業量を把握し、長期的に持続

可能な方式かを検証する。 

 

4. 環境負荷（CO₂排出量等）の比較検証 

既存パイプライン方式と比較し、電力使用量、車両走行、騒音等を含めた

環境負荷の増減を明らかにする。 

 

5. 住宅形態別の適合性と課題抽出 

高層・中層・低層等の住宅形態ごとの特性に応じた課題を整理し、本格導

入時の仕様・運用条件の基礎資料とする。 

 

・ 時期 ：来年度に実施する方針で進める 

（コメント：予算がともなうので 2026 年３月の議会で承認され、4 月の真

円度予算で、入札を行うので、実証実験はおよそ 2026 年夏から秋にかけ

て 3 か月間（3 案×1 回実施） 

 

・ 手順 ：各住宅タイプ（高層・中層・タウンハウス・戸建て）で行う 

・ １案１ヶ月ごと、計３案のゴミ出し方法を 3 ヶ月間、選定された全てのエリ

アで実施する 

・ 費用は市負担で行う 

・ 県営、ＵＲで実証実験が必要な場合は四者協へ協力を依頼する 

・ 地下ピット方式は、既存の投入口を利用すると復旧できない等の理由によ

り、実証実験では扱わない 

 

■ 管理組合・自治会等選定方法の手順 

 

追加 

芦屋市でどのような実施手順で実証実験を行うかの詳細を文章で作成し、次

回のワーキングで検討をおこなう 

 

①  ワーキンググループで候補を検討する 

追加 

検討の結果、芦屋市で候補を選択する。 
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→協力の有無、場所（車の寄り付き・場所代不要等）の条件が良いところなど

を考慮する 

② 選定候補の自治会には事前に交渉する 

③ 利用者の会で実施する自治会を公表する 

④ 実施自治会で芦屋市が実験の詳細を説明する 

※ 2025 年度末までに手順③までを完了する 

 

3 住宅タイプ別の代替収集実証実験について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 カート収納ボックス仕様について 

・ ３０リットルのゴミ袋が投入可能な物とする。 

（利用者の多くが４５リットルのゴミ袋を利用し、ゴミ出し日が重なってしま

った場合、ゴミカートの容量を超過する恐れがある。ゴミ袋の容量が大きく

なるほど投入口が大きくなり、耐久性が低くなる。） 
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カート収納ボックスに要求される性能 

 

□景観的に良好な外観であること 

□カートが１つまたは２つ十分に入ること 

□十分な耐久性があること（□材質｜□製造方法） 

□カラス等に荒らされないこと（□蓋が必要） 

□ゴミ袋の大きさに対応可能なこと（□30 リットル｜□45 リットル） 

□不法投棄対策がとれること（□鍵がつけられること） 

□子どもや高齢者でも無理なく投入できること（□投入口高さ｜□蓋の重

さ） 

□パッカー車による収集に無理がないこと（□開閉の手間｜□鍵の有無） 

□できるだけ安価に更新できるものであること 

 

「ゴミカート収納ボックス」の建築基準法上の取り扱いについて 

 

現時点での結論 

結論的には、芦屋市内では、ゴミカート収納ボックス（小規模な倉庫）が建築

物と判断されるか否かは、近畿建築行政会議の判断によって取扱われるこ

とが分かります。つまりゴミカート収納ボックスを、奥行きが 1m 以内のも

の又は高さが 1.4m 以内のものとして計画すれば建築物となることを逃

れることができると解釈できます。 

これをそのまま読めば、奥行きが 1m 以内であれば、高さが 1.4m 以上

であっても建築物とみなされないと読めます（逆も同様）が、これについて

は芦屋市建築住宅課に確認が必要であろうと考えます。 

なお、計画・設計においてこれ以上のものとなった場合「人が入れる倉庫で

あるか否かで判断される原則」による解釈が可能かどうかについて、芦屋

市建築住宅課との協議が必要となります。 

 

2026 年 1 月に関連部署とファシリテーターと環境施設課で調整を行う。 
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リチウムイオン電池総合対策パッケージの策定（環境省） 
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4. 私たちの HP の紹介 

 

アドレス：https://pipelineusers.preview.webnode.jp/ 

費用：約年間 6500 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pipelineusers.preview.webnode.jp/
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メモ欄 

 

 

 

 

 

 

 

 


